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９
・
1
0
月
委
員
会
活
動

地域活動のセンターへ

所
｀
㈹
刷

詰
諮

ユ
０
３
ａ

宇
″
話
新

几
”
匹

発
印

ゆ
た
か
な

く
ら
し
を

築
き
ま
し
ょ
う

（
宇
治
市
民
憲
章
か
ら
）

市
で
は
、
今
年
度
笠
取
に
大
規
模
集
会
所
の
建
設
に
、
一
、
六
一
四
万
円
を
予
算
一

化
。
地
域
活
動
の
中
心
と
な
る
施
設
に
す
る
た
め
話
合
っ
て
お
り
、
ま
も
な
く
着
工
一

一
す
る
予
定
で
す
。

九
・
十
月
の
委
員
会
活
動
の
概
要

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

総
務
常
任
委
貝
会

○
十
月
十
六
日
…
議
案
お
よ
ぴ
請
願

の
番
査
を
行
い
、
公
会
堂
等
の
施

設
の
設
ａ
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
な
ど
Ξ
研
蓉
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、
一
議
案

を
継
続
審
査
と
し
ま
し
ｕ
°
ま
た

国
鉄
宇
治
駅
前
に
集
会
所
建
設
に

つ
い
て
の
請
願
を
採
択
す
べ
き
も

の
と
決
し
、
二
請
願
を
継
続
審
査

と
し
ま
し
た
。

○
十
月
二
十
六
日
…
議
案
審
査
を
行

い
、
議
員
の
報
酬
及
び
芦
川
弁
償

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
案

を
、
一
部
修
正
の
う
え
可
決
す
べ

吝
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

市
民
環
境
常
任
委
員
会

○
十
月
十
七
日
・
・
・
諦
㈹
個
所
を
視
察

し
だ
の
ら
議
案
及
ぴ
訂
願
の
m

を
行
い
、
一
議
案
を
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
、
同
町
本
通
り
の
遊

路
及
ぴ
交
通
m
と
そ
の
施
策
改

ｊ方左の真写ぐ設建に地用の前校学小取笠

笛
に
関
す
る
請
願
、
子
供
達
を
水

の
事
故
か
ら
守
る
請
願
、
地
域
農

業
＊
振
ａ
;
し
農
業
所
得
を
向
上
さ

せ
る
市
町
村
農
菜
政
策
の
拡
充
並

ぴ
に
国
の
ａ
業
政
策
の
確
立
に
関

す
る
請
廊
、
伊
勢
田
町
中
山
に
お

け
る
民
営
自
転
車
m
建
設
に
係

る
請
願
、
の
四
読
願
を
採
択
す
べ

き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

建
設
水
道
常
任
委
員
会

○
十
月
十
五
日
・
・
・
謂
願
審
査
を
行
い

一
Ｅ
ｌ
ｌ
＊
継
続
審
査
と
し
ま
し

た
。

○
十
月
十
六
日
・
・
・
現
地
調
査
の
の
ち

J
S
案
一
一
一
一
査
を
行
い
、
市
迦
路
線
の

認
定
な
ど
四
議
案
を
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
、
一
議
案
を
継
続
雷

査
と
し
ま
し
た
。

○
十
月
十
八
日
･
･
･
{
M
i
£
j
a
＊
行
い

市
で
は
、
昭
和
四
十
九
年
か
ら
笠

取
や
二
尾
、
炭
山
な
ど
の
山
間
部
を

中
０
に
辺
地
に
か
か
る
総
合
整
備
計

画
を
た
て
、
市
道
の
整
備
や
橋
の
架

け
換
え
、
通
学
用
ワ
ゴ
ン
軍
の
配
置

な
ど
生
活
環
境
改
善
に
向
け
て
の
事

業
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

笠
取
地
域
は
宇
治
市
の
東
北
部
に

位
置
し
、
滋
賀
県
大
津
市
に
隣
接
す

る
東
笠
取
地
区
と
西
笠
取
地
区
か
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
で
の
公

共
的
施
設
は
笠
取
小
学
校
と
簡
易
郵

便
局
だ
け
で
あ
り
、
文
化
や
福
祉
施

設
の
面
で
遅
れ
気
味
。
こ
れ
か
ら
は

公
共
的
施
設
を
中
心
に
生
活
環
境
を

整
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地

域
で
す
。

そ
こ
で
、
昨
年
度
か
ら
は
じ
ま
っ

て
い
る
三
ヵ
年
の
辺
地
に
か
か
る
総

合
整
備
計
画
の
一
環
と
し
て
、
笠
取

地
域
に
大
規
模
集
会
所
を
建
設
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
笠
取
集

会
所
（
仮
称
）
は
、
笠
取
地
域
住
民

の
マ
ヽ
ご
Ｉ
テ
ィ
形
成
の
拠
点
と
し

て
、
自
治
組
織
や
婦
人
会
、
喜
老
＜
Ｈ

Ｈ
Ａ
Ｗ
会
な
ど
あ
ら
ゆ
る
地
域
活
動

の
場
と
な
る
も
の
で
、
笠
取
地
域
の

文
化
セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
は
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
集
会
所
は
東
笠
取
稲
出
の
笠

取
小
学
校
前
に
建
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
施
設
内
容
は
、
老

人
憩
の
部
屋
を
含
め
和
室
が
二
室
、

料
理
教
室
と
保
健
室
が
そ
れ
ぞ
れ
一

室
で
、
約
一
三
二
平
方
μ
の
建
物
で

す
。ま

た
、
現
在
笠
取
小
学
校
向
い
側

に
あ
る
東
笠
取
簡
易
郵
便
局
が
、
こ

－

－

－

12月1日～15日

の
集
会
所
内
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
お
済
み
で
す
か

印
鑑
登
録
の
切
替

市
で
は
、
八
月
一
日
か
ら
印
鑑
証

明
制
度
を
カ
ー
ド
式
に
改
正
－
現

在
、
切
替
え
手
続
中
で
す
。

こ
の
切
替
え
手
続
き
は
来
年
一
月

一
議
案
を
継
続
審
査
と
し
ま
し
増
築
工
事
に
つ
い
て
の
報
告
を
受

た
。
け
ま
し
た
。

○
十
月
二
十
二
日
・
・
・
議
案
お
よ
び
請
○
十
月
二
十
二
日
・
・
・
現
地
調
査
の
の

願
の
審
査
を
行
い
、
水
道
事
業
給
ち
議
案
お
よ
ぴ
請
願
の
審
査
を
行

水
条
例
の
一
部
改
正
案
を
可
決
す
い
、
一
議
案
を
可
決
す
べ
き
も
の

べ
き
も
の
と
決
し
、
下
排
水
及
び
学
童
通
学
路
変
更
に
つ
い
て
の
読

雨
水
の
側
溝
整
備
並
び
に
流
末
新
願
お
よ
び
学
校
生
徒
の
通
学
路
に

設
を
求
め
る
請
願
を
採
択
す
べ
き
関
す
る
請
願
の
二
請
願
を
採
択
す

も
の
と
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
一
べ
き
も
の
と
決
し
、
二
請
願
を
継

請
願
に
つ
い
て
の
取
り
下
げ
を
了
続
審
査
と
し
ま
し
た
。

承
し
、
一
読
ａ
を
継
続
審
査
と
し

＜
京
滋
バ
イ
パ
ス
対
策

ま
し
た
。
特
別
委
員
会
＞

Λ
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
Ｖ

ｏ
十
月
十
五
日
・
・
・

京
滋
バ
イ
パ
ス
環

○
九
月
十
一
日
・
・
白
動
車
文
庫
「
そ
境
影
響
評
価
の
経
過
に
つ
い
て
の

よ
か
ぜ
号
」
の
更
新
、
大
久
保
幼
報
告
々
受
け
ま
し
た
。

稚
園
平
盛
忿
｀
の
造
成
・
建
設
計
＜
財
政
対
策
特
別
委
員
会
＞

ｍ
な
ど
に
つ
い
て
の
報
告
を
受
け
○
十
月
二
十
六
日
・
三
十
日
・
・
・
財
政

ま
し
た
。
自
主
再
建
計
画
（
第
五
回
お
よ
び

○
十
月
九
日
・
・
・
岡
屋
小
、
用
部
小
の
第
六
回
）
に
つ
い
て
の
報
告
を
受

け
ま
し
た
。

Λ
折
居
国
有
林
開
発
対
策

特
別
委
員
会
＞

○
十
月
二
十
三
日
・
；
折
居
国
有
林
開

発
に
関
す
る
経
過
と
府
の
計
画
の

進
展
状
況
等
に
つ
い
て
の
報
告
を

受
け
ま
し
た
。

＜
新
広
域
市
町
村
圏
対
策

特
別
委
員
会
＞

○
十
月
十
二
日
…
議
案
審
査
を
行
い

京
都
南
部
都
市
広
域
行
政
罰
推
進

協
議
会
の
設
ほ
を
、
付
帯
決
議
を

付
し
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま

し
た
。

＜
決
算
特
別
委
員
会
＞

○
十
月
三
十
日
・
・
・
委
員
長
の
互
選
を

行
い
、
委
員
長
に
野
口
一
芙
委
貝

副
委
員
長
に
浅
見
健
二
委
員
を
選

出
し
ま
し
た
。

三
十
一
日
ま
で
で
、
あ
と
二
ヵ
月
間

と
な
っ
て
い
ま
す
。
期
日
が
迫
っ
て

ぐ
る
ほ
ど
大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
引
き
続
き
印
鑑
登
録
を

必
要
と
さ
れ
る
人
は
早
目
に
手
続
き

し
て
く
だ
さ
い
。

今
ま
で
次
の
よ
う
な
お
間
合
せ
が

多
か
っ
た
の
で
、
お
答
え
し
ま
す
。

＜
切
替
え
手
続
に
は
、
ど
ん
な
も
の

が
必
要
で
し
ょ
う
か
？
＞

ご
本
人
で
手
続
き
さ
れ
る
場
合
は

登
録
印
鑑
が
必
要
。
代
理
人
に
依
頼

さ
れ
る
場
合
は
、
登
録
印
鑑
と
本
人

の
自
署
・
押
印
し
た
「
委
任
の
旨
を

証
す
る
書
面
」
（
上
図
参
照
）
、
代

理
人
の
認
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

Λ
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
切
替
え
手

続
き
を
し
な
け
れ
ば
、
と
っ
な
り

ま
す
か
？
＞

今
ま
で
の
印
鑑
登
録
は
、
す
べ
て

失
効
し
ま
す
。
今
後
、
印
鑑
証
明
な

ど
が
必
妥
な
と
き
は
新
規
登
録
の
扱

い
と
な
り
ま
す
。

ご
本
人
が
登
録
申
請
さ
れ
る
場
合

で
も
官
公
署
発
行
の
写
真
を
は
っ
だ

各
種
免
許
証
な
ど
で
、
本
人
で
あ
る

こ
と
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
い

と
新
規
の
登
録
申
請
と
同
時
に
印
鑑

証
明
書
を
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
ま
た
、
代
理
人
で
の
申
請

の
場
合
も
、
登
録
と
同
時
に
印
鑑
証

明
書
を
出
せ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

Λ
切
替
え
と
同
時
に
、
印
鑑
を
新
し

い
も
の
に
変
更
し
た
い
が
？
＞

旧
登
録
印
鑑
と
新
し
く
登
録
す
る

印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
れ
ば
変
更
で

き
ま
す
。

◇

そ
の
ほ
か
疑
問
な
点
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
市
役
所
市
民
課
へ
暦
一
接
お
問

合
せ
く
だ
さ
い
。

三の間
今
年
も
師
走
を

迎
え
た
。
楽
し
い

こ
と
、
苦
し
い
こ

と
、
う
れ
し
い
こ

と
、
悲
し
い
こ
と

人
そ
れ
ぞ
れ
違
い

は
あ
る
と
思
う
が

い
ろ
ん
な
思
い
出
を
残
し
て
今
年
も

あ
と
１
ヵ
月
で
過
ぎ
去
ろ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
一
年
を
顧
み
て
大
変
あ

り
が
た
い
と
思
う
の
は
、
善
意
に
満

ち
た
多
く
の
市
民
の
方
々
が
あ
ら
ゆ

る
持
ち
場
で
市
民
の
豊
か
な
く
ら
し

を
求
め
て
ご
活
躍
い
た
だ
い
た
こ
と

で
あ
る
▼
と
く
に
今
年
は
国
際
児
童

年
に
あ
た
り
、
教
育
・
児
童
福
祉
・

社
会
福
祉
の
分
野
で
多
く
の
事
業
が

市
民
の
手
づ
く
り
に
ょ
っ
て
催
さ
れ

た
。
隣
保
館
活
動
の
文
化
祭
は
す
ば

ら
し
か
っ
た
。
こ
ど
も
手
づ
く
２
"
文

化
祭
、
合
唱
団
の
発
足
、
宇
治
川
写

生
大
会
、
水
泳
、
野
球
、
穿
于
な
ど

あ
ら
ゆ
る
文
化
や
ス
’
ポ
ー
ツ
の
場
で

少
年
少
女
た
ち
は
す
く
す
く
育
っ

た
。
身
障
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
も
楽
し

い
一
日
で
あ
っ
た
▼
夏
の
夜
に
あ
か

あ
か
と
燃
え
た
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ

ー
の
火
は
少
年
少
女
た
ち
の
心
に
い

つ
ま
で
も
燃
え
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
炭
山
の
キ
ャ
ン
プ
も
楽
し
か

っ
た
と
思
う
。
地
蔵
盆
の
ち
ょ
う
ち

ん
は
幼
い
日
の
思
い
出
と
し
て
忘
れ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
▼
あ
る
学
校

で
秋
の
収
獲
祭
が
催
さ
れ
た
。
さ
つ

ま
い
も
が
大
き
か
っ
た
。
自
分
た
ち

で
田
植
え
し
、
刈
り
取
っ
た
も
ち
米
一

で
作
っ
て
“
ら
っ
た
お
も
ち
の
味
は

生
涯
の
思
い
出
と
な
る
だ
ろ
う
。
お

母
さ
ん
が
勉
強
し
て
い
る
聞
、
ボ
ラ

ン
テ
″
ア
の
保
母
さ
ん
た
ち
に
歌
っ

て
･
≪
Ｘ
Ｉ
>
つ
た
楽
し
い
思
い
出
も
忘
れ

る
こ
と
は
な
い
▼
交
通
指
導
員
の
み

な
さ
ん
が
寒
い
朝
も
暑
い
日
も
交
差

一

点
で
お
世
話
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ

Ｉ

と
も
思
い
出
す
で
あ
ろ
う
。
小
雨
降

一

る
日
に
帰
り
を
急
ぐ
早
と
も
に
そ
っ
・

と
か
さ
を
さ
し
て
あ
げ
た
ご
婦
人

乙

あ
っ
た
・
み
ん
な
い
い
人
ば
か
り
だ

▼
こ
の
よ
う
な
善
意
の
人
々
に
ょ
こ

て
守
ら
れ
育
て
ら
れ
る
宇
治
の
少
年
。

少
女
た
ち
、
ど
う
か
健
や
か
に
伸
ぴ

】

て
ほ
し
い
。
師
走
を
迎
え
て
再
意
然

人
々
に
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ヽ
」

過
ぎ
て
い
く
今
年
の
し
め
く
く
り
と
■

し
た
い
。
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第

如のＧ

足
利
将
軍
の
直
臣
団
に
加
わ
り
、

ま
た
近
衛
家
領
五
ヶ
庄
の
m
的
な

地
位
を
背
景
に
郷
村
の
指
導
者
と
し

て
の
役
割
を
有
し
た
槙
嶋
氏
は
、
一

方
で
、
あ
の
山
城
国
一
揆
の
中
心
人

物
の
一
人
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。

こ
の
期
に
お
け
る
槙
嶋
氏
の
活
躍

は
、
当
時
の
激
動
の
政
治
史
に
あ
っ

て
、
実
に
め
ぎ
ま
し
い
。
将
軍
義
尚

に
よ
る
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
の

近
江
六
角
征
伐
に
お
い
て
も
、
「
真

木
島
六
郎
藤
原
光
通
」
が
在
陣
の
四

番
衆
と
し
て
そ
の
名
を
み
せ
て
い
る

こ
と
な
ど
は
、
そ
う
し
た
好
例
の
ひ

と
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
真
木

島
六
郎
光
通
は
、
延
徳
二
年
（
一
四

九
〇
）
七
月
に
、
北
野
社
松
梅
院
領

で
あ
っ
た
山
城
国
池
田
庄
の
代
官
職

を
獲
得
し
、
毎
年
九
〇
石
の
年
貢
と

月
別
一
貫
文
の
夫
銭
の
納
入
を
本
所

の
北
野
社
に
約
束
し
て
い
る
。
こ
の

池
田
庄
は
、
も
と
三
五
〇
石
の
年

買
が
納
ま
っ
た
所
領
で
あ
る
が
、
新

た
に
代
官
と
な
っ
た
槙
鳴
光
通
が
百

姓
た
ち
の
年
買
未
進
等
の
緩
怠
を
押

さ
え
つ
け
て
確
実
な
徴
収
を
実
現
で

赤
松
政
秀
の
競
望
も
’
の
っ
た
と
い

う
こ
の
矢
野
庄
の
代
官
職
に
つ
い
て

は
、
東
寺
側
の
「
武
辺
の
代
冒
、
然

る
べ
か
ら
ぎ
る
也
」
と
い
う
方
針
に

よ
り
、
槙
鳴
氏
も
獲
得
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
翌
年
の
長
享

元
年
に
は
、
先
記
し
た
よ
う
に
、
槙

鳴
氏
は
将
軍
直
臣
団
の
一
員
と
し
て

近
江
出
兵
に
参
陣
し
て
い
る
。
東
寺

が
、
き
松
氏
と
同
様
に
槙
嶋
氏
を
「

的
な
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。

こ
の
槙
鳴
氏
が
、
北
野
社
債
池
田

庄
の
代
官
謂
に
成
功
し
、
巨
大
な
利

益
を
得
ん
と
し
て
年
貢
の
確
実
な
徴

収
に
努
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ
が
、
ど
の
程
度
の
成
果
を
上
げ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
確
か
な
と
こ

ろ
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ

こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
宇
治
を
中
心

と
す
る
近
在
の
郷
村
に
お
い
て
、
有

戦
国
の
世
と
槙
嶋
氏

き
た
と
す
れ
ば
、
槙
嶋
氏
は
巨
大
な

利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
農
民
の
激

し
い
闘
争
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

東
寺
の
「
廿
一
口
供
僧
評
定
引
付

」
と
い
う
記
録
の
文
明
十
八
年
（
一

四
八
六
）
十
二
月
二
十
日
条
に
よ
れ

ば
、
槙
鳴
氏
は
、
東
寺
領
播
磨
国
矢

野
庄
の
代
官
職
を
所
望
し
た
。

守
ら
れ
て
い
ま
す
か

あ
な
た
の
人
権

十
二
月
四
日
か
ら
十
日
ま
で
は
、

人
権
週
間
で
す
。

次
の
よ
う
な
こ
と
で
お
困
り
の
人

は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
差
別
を
受
け
た
り
、
名
誉
や
信
川

を
侵
さ
れ
た

▽
人
に
い
や
が
ら
せ
を
さ
れ
た
り
、

義
務
の
な
い
こ
と
を
強
要
さ
れ
た

▽
婦
人
や
子
ど
も
、
老
人
が
虐
待
さ

れ
て
い
る

▽
離
婚
、
扶
養
、
相
続
な
ど
家
庭
の

も
め
ご
と
で
困
っ
て
い
る

人権擁護委員

一

氏

人権週間

▽
借
地
や
借
家
、
雇
用
関
係
、
金
銭

問
題
で
困
っ
て
い
る

相
談
は
無
料
で
、
相
談
内
容
に
つ

い
て
は
秘
密
を
厳
守
し
ま
す
．

な
お
、
城
爾
人
権
擁
護
委
員
協
議

会
と
≪
都
地
方
法
務
局
で
は
、
こ
の

週
間
の
う
ち
に
『
人
権
（
身
の
上
）

相
談
所
』
を
開
き
ま
す
．

▽
と
き
.
.
.
<
Ｎ
月
６
日
（
木
）
午
前

1
0
時
～
午
後
４
時

▽
と
こ
ろ
・
・
・
市
民
会
館

西
小
倉
集
会
所

Ｉ

Ｉ

Ｉ
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４
7
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0

ご
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5 0

ご

ｃ
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T
-
Ｈ
≫
―
t
ｏ
ａ
^
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Ｉ

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｍ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
ｌ
Ｃ
<
1

井
花
木
口

向
山
熊
山

間久佐

輔之甚

木
木
江

荒
松
入

ご１
１

Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｓ
ｌ

侃
子

桂

田
川

戸井
前

武
辺
」
の
者
と
見
た
の
も
無
理
は
な

か
っ
た
。

槙
嶋
氏
が
東
寺
領
矢
野
庄
の
代
官

職
を
所
望
し
た
文
明
十
八
年
と
い
え

ば
、
前
年
の
十
二
月
に
結
成
を
み
た

山
城
国
一
揆
が
、
そ
の
組
織
だ
て
を

も
ふ
く
め
て
、
大
き
な
高
揚
を
み
せ

つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
る
。
槙
鳴
氏
は

こ
の
国
一
揆
の
中
心
人
物
の
一
人
で

も
あ
り
、
ま
た
、
五
ヶ
庄
で
は
荘
官

ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
む
毎
月
第
一

木
曜
日
の
午
前
1
0
時
か
ら
午
後
３
時

ま
で
、
市
民
会
館
で
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
相
談
に
お
越
し
に
な

れ
な
い
人
は
、
表
の
人
権
擁
護
委
員

さ
ん
の
自
宅
、
ま
た
は
、
京
都
地
方

公
民
館

ギ
ャ
ラ
リ
ー

▽
第
1
7
回

・
1
2
月
３
ｍ
（
月
）
～
1
4
日
（
金
）

「
年
賀
状
づ
く
り
教
室
」
受
講
者

の
フ
’
ル
ト
版
画
を
展
示

▽
第
1
8
回

・
1
2
月
1
7
日
（
月
）
～
2
6
日
（
水
）

宇
治
写
真
集
団
が
開
い
た
「
モ
デ

ル
撮
彰
会
」
で
の
作
品
発
表

お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

力
な
指
導
者
と
し
て
の
性
格
を
も
つ

た
槙
鳴
氏
が
、
「
武
辺
」
と
の
深
い

つ
な
が
り
と
地
位
を
用
い
て
、
年
買

の
畝
し
い
収
奪
者
と
し
て
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
戦
国
の
世
は
、
実
に
多

く
の
人
間
像
を
歴
史
の
中
に
刻
み
こ

ん
で
い
る
。
政
治
の
中
央
と
地
方
、

自
ら
の
害
心
や
共
同
体
を
守
る
た
め

の
闘
い
と
一
方
で
は
収
奪
者
と
し
て

の
姿
、
こ
う
し
た
両
面
に
わ
た
っ
て

m
な
l
i
S
勣
を
み
せ
た
鶴
叫
氏
の
あ

吟
方
は
、
戦
国
と
い
う
時
代
の
歴
史

像
を
印
象
づ
け
る
興
味
深
い
存
在
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

ぐ
Ｉ
ノ
ぐ
χ
Ｉ
ノ

法
務
局
人
権
擁
護
係
（
京
都
市
中
京
、
セ
ン
タ
ー
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
室

区
竹
屋
町
通
柳
馬
場
東
入
ル
、
電
話
学
芸
員
の
江
上
賢
三
さ
ん

Ⅲ
・
2
3
1
・
０
１
３
１
番
）
で
も
受
・
対
琴
：
市
内
の
観
子
（
小
学
校

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
４
年
生
ｙ
中
学
校
３
年
生
の
子
ど

さ
い
。
も
と
睨
）
親
子
同
伴
の
こ
と

・
（
秘
書
課
）
・
申
込
み
・
・
・
往
復
ハ
ガ
キ
に
「
少
年

・
と
こ
ろ
・
・
・
市
民
会
館
一
階
の
労
働

セ
ツ
ル
メ
ン
ト

・
内
容
…
映
画
「
よ
み
が
え
れ
琵
琶

湖
」
、
講
演
お
よ
び
討
論
の
講
師

は
京
都
精
華
大
学
教
授
の
槌
田
勉

さ
ん
。

受
講
希
望
さ
れ
る
人
は
当
日
会
場

へ
お
集
り
く
だ
さ
い
。

少
年
宇
宙

科
学
教
室

さ
あ
、
宇
宙
の
か
な
た
に
旅
立
ち

ま
し
ょ
う
。

▽
第
２
回

合
成
洗
剤
と
水
を

考
え
る
つ
ど
い

宇
田
科
学
教
室
・
希
望
」
、
参
加
者

全
員
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
、
職

業
（
学
校
名
）
、
電
話
番
号
を
記

入
ｏ
<
Ｍ
月
1
0
日
ま
で
に
公
民
館
へ

市
民
音
楽
会

出
場
者
募
集

市
民
の
み
な
さ
ん
の
音
楽
会
－

市
民
音
楽
会
を
来
年
の
二
月
十
七
日

（
日
）
に
宇
治
市
公
民
館
（
市
民
会

館
）
で
開
き
ま
す
が
、
こ
の
出
場
者

を
た
だ
い
ま
募
集
し
て
い
ま
す
。

・
出
場
・
・
・
一
部
―
＝
・
・
‐
ラ
ス
、
二

部
ｎ
器
楽
演
奏
、
軽
音
楽
、
吹
奏

楽
、
邦
楽
な
ど

実
行
委
員
会
を
つ
く
り
、
話
し
合
っ

て
進
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

出
場
ご
希
望
の
人
は
、
十
二
月
十

七
日
（
月
）
ま
で
に
一
部
・
二
部
別

に
公
民
館
へ
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

長
い
間
、
お
待
ち
願
っ
て
お
り
ま

し
た
『
宇
治
市
史
』
第
五
巻
が
、
今

月
末
頃
に
発
刊
の
予
定
で
す
。
従
来

の
市
町
村
史
の
通
念
を
打
ち
破
っ
た

い
わ
ぱ
地
域
編
と
も
い
う
べ
き
こ
の

第
五
巻
に
御
期
待
く
だ
さ
い
。

り一一一

ご
存
知
で
す
か

検
察
審
査
会

「
交
通
事
故
、
詐
欺
な
ど
犯
罪
の

被
害
に
あ
っ
た
の
に
、
検
察
官
が
犯

水
道

料
金

人
を
裁
判
に
か
け
て
く
れ
な
い
」

－
こ
ん
な
不
滴
を
解
決
す
る
た
め

、
に
検
察
審
査
会
が
あ
り
ま
す
。

検
察
審
査
会
は
検
察
官
が
不
起
訴

処
分
に
し
た
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
誤
り
な
く
行
わ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
を
チ
’
ツ
ク
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
宇
治
市
選
挙
管
理
委

員
会
で
は
、
十
二
月
三
日
に
二
十
五

人
の
検
察
審
査
委
員
候
補
者
を
選
ｉ

人
名
簿
を
も
と
に
く
じ
で
選
ぴ
ま

す
。
選
ば
れ
た
審
査
員
は
老
齢
そ
の

他
、
法
律
で
認
め
ら
れ
た
場
合
以
外

は
辞
退
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
検
察
番
査
委
員
候
補
者

に
選
ぱ
れ
た
人
は
、
検
察
審
奪

役
割
を
理
解
さ
れ
、
候
禰
者
資
格
票

に
記
入
の
う
え
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

（
還
挙
管
理
委
員
会
）

商
業
街
づ
く
り

報
告
書

説
明
会

宇
治
市
と
京
都
府
、
商
工
会
議
所

で
は
、
こ
の
ほ
ど
「
商
業
街
づ
く
り

調
査
報
告
書
」
を
ま
と
め
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
次
の
日
程
に
よ
り
調
査

報
告
会
を
行
い
ま
す
。

▽
1
2
月
３
日
⊥
ハ
地
蔵
集
会
所

▽
1
2
月
４
日
・
：
広
野
公
民
館

1
2
月
検
針
か
ら
新
料
金

市
で
は
、
水
道
料
金
の
改
定
を
十

一
月
一
日
か
ら
実
施
し
て
い
ま
す
。

水
道
の
検
針
は
二
ヵ
月
ご
と
に
行

っ
て
い
ま
す
が
、
十
二
月
に
検
針
す

る
東
地
区
（
偶
数
月
の
検
針
区
域
）

に
つ
い
て
は
、
一
ヵ
月
分
の
料
金
は

旧
料
金
で
、
残
る
１
ヵ
月
分
は
新
料

金
で
そ
れ
ぞ
れ
計
算
し
た
料
金
を
い

▽
1
2
月
６
日
１
小
倉
公
民
館

▽
り
月
６
日
・
・
・
宇
治
商
工
会
議
所

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
７
時
半
か

ら
で
す
。

こ
の
報
告
書
に
は
、
宇
治
市
の
小

売
商
業
の
現
況
と
問
題
点
、
今
後
の

展
里
と
Ｍ
本
方
向
が
ｉ
心
れ
て
お
り

た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
も
の
で
す
。

ぜ
ひ
、
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。
脱

明
会
場
で
も
売
っ
て
お
り
ま
す
。

（
商
工
観
光
課
）

年
末
く
ら
し
の
資
金

年
末
を
む
か
え
、
生
活
に
お
困
り

の
世
帯
に
「
く
ら
し
の
資
令
一
」
の
年

末
貸
付
け
を
行
い
ま
す
。

賃
付
金
額
は
十
万
円
以
内
で
、
賃

付
条
件
は
無
利
子
・
無
担
保
、
償
還

は
四
ヵ
月
ｔ
汲
置
き
の
の
ら
、
二
十

ヵ
月
の
月
賦
で
す
。

な
お
、
こ
の
賃
付
は
一
世
帯
に
つ

き
夏
期
と
年
末
を
合
せ
て
、
年
間
十

万
円
以
内
で
す
。
夏
期
に
十
万
円
借

ら
れ
た
場
合
、
年
末
賃
付
け
は
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

こ
希
望
の
人
は
’
■
Ｏ
Ｈ
Ｓ
'
の
民
生

委
員
を
通
じ
て
、
十
二
月
十
四
日
か

ら
二
十
日
ま
で
に
申
込
ん
で
く
だ
さ

い
。
賃
付
け
日
は
十
二
月
二
十
五
日

で
す
。

（
社
会
福
祉
協
議
会
）

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た

め
、
納
付
書
お
よ
び
領
収
書
に
は
旧

料
金
と
新
料
金
の
二
段
に
分
け
て
記

入
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
メ
ー
タ
ー
使
用
料
は
水
道

料
金
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

（
水
道
部
）
｀

新水道料金表（家庭用）
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号ｒ
D5

0
第行発卵

昭
和
五
十
五
年
度
の
保
育
所
入
所

受
付
を
次
の
要
領
で
行
い
ま
す
。

▽
入
所
申
込
み
で
き
る
人

来
年
四
月
一
日
現
在
で
、
生
後
六

ヵ
月
以
上
六
歳
未
溺
の
乳
幼
児
で
、

母
親
が
家
庭
ま
た
は
外
で
仕
事
を
し

て
い
る
な
ど
で
保
育
で
き
な
い
場
今

に
限
り
ま
す
。
な
お
、
宇
洽
保
育
所

く
り
く
ま
保
育
園
、
北
小
倉
保
育
所

北
木
幡
保
育
所
の
四
保
育
所
で
は
、

昭
和
五
十
五
年
一
月
三
十
一
日
現
在

で
出
生
届
が
な
さ
れ
て
い
る
生
後
六

週
間
以
上
の
乳
児
Ｅ
ａ
育
し
ま
す
。

▽
申
込
用
紙

十
二
月
十
七
日
（
月
）
以
降
に
各

保
育
所
ま
た
は
、
福
祉
事
務
所
保
育

課
で
受
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
必
嬰
な
書
類

母
親
の
在
職
証
明
書
と
勤
務
先
の

五
十
四
年
分
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
が

必
要
で
す
の
で
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

▽
受
付
日
と
場
所

表
の
と
お
り
で
、
時
間
は
い
ず
れ

も
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
。

入所受付日と場所

月 付受
－
■
■
助

曜臥 所場

所
個
所

一
所
■
育
育
・
育

就
一

晋
金
煎
菰

爾
Ｑ
.
＾
i
m

・
．
り
・
一
一

…
…

・
・
｛
七

一
１
廠
ノ
り

■

■
所

八
姐．

大

－
■
－
↓

一
匹

一
日心

■
几

1
1
1
1
F
I

訟穏・
・
１
‐
・

一

廠

1
1

1
1

廠

所
朋

･
ｕ

俯
Ｈ
ｓ
ｓ
:
;
ｐ

詔
い
心

法
倉
い
■
後

講
斗

‐
ひ
一
刹

所
匹
‐

‘

課

Ｉ

竹

’ ほ
泡

品
子
呻

一
法
双
・
も
・

返

よ

叩

「
。
■
■
■
■
い
‐
い
‥
八
出
．

ｙ
月
火
間

■

兪
臥
時

ほ
Ｊ
封

。

一
回
夕

『
。
１
『
『
’
Ｉ
『
■
－
ド
ー
ー
■
－
”
■
―
・

か
ら
だ
の
調
子
の
よ
い
日
に
必
ず

受
け
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
・
＝
満
二
歳
か
ら
四
歳
ま
で
の

幼
児
。
こ
の
年
齢
の
問
に
一
期
と

二
期
を
終
了
し
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
す
で
に
百
日
ゼ
キ
に
か
か
っ

た
子
ど
も
と
予
防
接
種
を
受
け
ず

に
四
歳
以
上
に
な
っ
た
子
ど
も
は

ジ
フ
テ
リ
ア
と
破
傷
風
の
二
種
混

合
を
接
種
し
ま
す
。

三
種
混
合
予
防
接
種

必
ず
受
け
ま
し
ょ
う

な
お
、
保
育
所
で
申
込
み
の
で
き

な
い
人
は
一
月
二
十
一
日
（
月
）
と

二
十
二
日
（
火
）
に
福
祉
事
務
所
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
以
上
の

指
定
日
に
や
む
を
得
な
い
事
情
で
申

込
み
の
で
き
な
い
人
に
は
一
旦
二
十

一
日
ま
で
受
付
を
し
ま
す
。

‐
引
続
き
入
所
希
望
の
場
合

昼
間
里
親
制
度

ま
た
、
保
育
所
の
ほ
か
、
個
人
の

家
庭
で
保
育
を
す
る
「
昼
間
里
親
制

度
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制

度
の
利
用
者
公
童
し
ま
す
。

保
育
の
対
象
と
な
る
の
は
、
来
年

四
月
一
日
現
在
で
、
生
後
六
週
間
以

上
三
歳
未
満
の
乳
幼
児
で
す
。
。

い
ま
、
市
内
に
は
五
人
の
里
親
が

お
ら
れ
、
一
人
で
四
人
の
乳
幼
児
を

保
育
さ
れ
て
い
ま
す
。

希
望
さ
れ
る
人
は
一
月
二
十
一
日

（
月
）
、
二
十
二
日
（
火
）
の
い
ず

れ
も
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

福
祉
事
務
所
保
育
課
で
受
付
け
ま
す

の
で
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。（

保
育
課
）

移動図書館（12月分）
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現
在
入
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し
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、
五
十
五
年

度
な
引
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き
入
所
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
入
所
申
請
書
に
在
職
証
明
書
な

ど
を
そ
え
て
、
一
月
九
日
か
ら
十
六

日
ま
で
に
現
在
入
所
し
て
い
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保
育

所
へ
申
込
ん
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く
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さ
い
。
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ま
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課
さ

生
だ

衛
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健
絡

保
連

所
ご

役
で

市
ま

は
所

人
健

い
保

な
は

か
人

届
い

の
な

畑
か

通
届

の
の

診
知

健
孤

児
の

月
診

ヵ
健

６
児

歳
重

１
°
体

’
い
低

診
さ
’

健
だ
診

児
く
健

月
絡
児

ヵ
連
歳

３
ご
３

▼
▼

■
晨
産
物
の
品
評
会
と
即
売

▽
と
き
・
‐
・
1
2
り
２
日
（
日
）

・
品
評
会
と
展
示
・
・
・
９
時
半
～
午
後

１
時
・
即
売
今
こ
午
後
１
時
～
３
時

▽
と
こ
ろ
・
・
・
久
御
山
町
佐
山
小
学
校

な
お
、
農
協
の
特
産
物
直
売
や
農

産
加
工
品
の
実
践
展
示
、
米
の
消
費

拡
大
＝
‐
ナ
ー
も
設
け
ら
れ
ま
す
。

（
農
林
茶
業
課
）

■
郷
土
宇
治
の
姿

映
画
を
上
映

・
と
き
・
・
‐
1
2
月
２
日
（
日
）

午
後
１
時
か
ら

案
内

・
と
こ
ろ
・
・
・
市
民
会
館

青
年
会
議
所
か
ら
宇
治
を
紹
介
す

る
映
画
「
こ
の
流
れ
の
彼
方
に
」
の

寄
贈
を
受
け
、
一
股
公
開
し
ま
す
。

‐
ス
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ば

▽
ボ
球

・
1
2
月
４
日
（
火
）
南
部
小
学
校

・
1
2
月
６
日
（
木
）
宇
治
中
学
校

・
1
2
月
1
1
日
（
火
）
伊
勢
田
小
学
校

○
時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
７
時
半
か

ら
で
す
。

（
社
会
教
育
課
）

■
お
正
月
料
理
教
室

・
と
き
・
・
・
1
2
月
1
3
日
（
木
）
ま
た

は
1
5
日
（
土
）
、
い
ず
れ
も
午
後

１
時
か
ら

・
と
こ
ろ
・
・
・
市
民
会
館
１
阿
の
労
働

セ
ツ
ル
メ
ン
ト

講
師
は
料
理
研
究
家
の
星
野
美
智

子
さ
ん
。
材
料
費
千
円
が
必
要
。
定

員
3
5
名
。
申
込
み
は
宇
治
労
働
セ
ツ

ル
メ
ン
ト
（
電
話
０
２
３
１
５
）
へ

（
交
通
労
政
課
）

■
犬
の
引
取
り

・
1
2
月
1
1
日
（
火
）

菟
直
公
民
館
＝
1
0
時
4
0
分

黄
鱗
自
衛
隊
正
門
前
＝
1
0
時
5
0
分

木
幡
公
民
館
＝
1
1
時

小
倉
公
民
館
n
1
1
時
1
0
分

開
公
民
･
ｓ
-
1
-
t
時
2
0
分

旦
椋
公
会
堂
＝
1
1
時
3
0
分

不
用
な
犬
や
ネ
コ
は
、
毎
週
月
曜

日
の
午
前
中
に
宇
治
保
健
所
へ
。

（
保
健
衛
生
課
）

‐

‐

１

１

１

‐

‘

・
第
一
期
・
・
・
初
め
て
受
け
る
人
が
対

象
で
、
三
回
接
種
し
ま
す
。
接
種

の
間
隔
は
三
週
間
か
ら
八
週
間
。

・
第
二
期
・
・
・
一
期
の
終
了
後
（
三
回

め
以
後
）
一
年
の
の
ち
で
き
る
だ

け
早
い
時
期
に
一
回
接
種
。

・
第
三
期
・
・
小
学
校
六
年
生
で
一
回

接
種
。
（
学
校
で
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
人
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
受
け

て
く
だ
さ
い
。
）

▽
時
間
・
・
・
い
ず
れ
の
会
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午
後
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半
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。
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・
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付
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。
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、
小
倉
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改
築
中
の

た
め
他
の
会
場
で
受
け
て
く
だ
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い
。

（
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■
こ
の
ほ
か
、
市
政
相
談
と
消
費
苦
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相
談
は
市
役
所
で
、
教
育
相
談

は
教
育
委
員
会
で
、
日
曜
日
を
除
く
毎
日
受
付
。
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庭
児
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相
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月
～
金
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日
の
1
0
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～
1
6
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。
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た
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齢
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介
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。
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。
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